
口腔内のたんの吸引、胃ろうの管理等の実施上の手順

○目的
　施設内において、施設長を責任者として、医療面で看護職員を中心とした連携体制を構築して、利
用者の安全確保を図ることとする。

○留意点
　口腔内のたんの吸引、胃ろうの管理等を必要とする利用者であると決定するにあたっては、施設
長、配置医、看護職員、介護職員等が利用者の状態像について情報を共有し、十分な検討を行うこと
が重要である。

○手続き
　利用者・家族への説明から、介護職員による口腔内のたんの吸引、胃ろうの管理等の実施に至るま
でに、施設の関係者(施設長、配置医、看護職員、介護職員、その他)が行う手続の内容を以下に示す。

①口腔内のたんの吸引、胃ろうの管理等が必要な利用者もしくはその家族に対し、施設長が当該施設
　の組織的対応及び介護職員が当該行為を行うことを説明する。

②利用者もしくは家族から書面による同意を得る必要がある。

③施設長は配置医に対して、看護職員の指示の下、介護職員が口腔内のたんの吸引、胃ろうの管理等
　を行うことを許可するための指示書の発行を依頼する。

④配置医は、看護職員に対し、指示書を発行する。

⑤配置医からの指示を受け、看護職員は、口腔内のたんの吸引、胃ろうの管理等が必要な利用者ごと
　に、個別具体的な計画を作成し、配置医・看護職員と共有する(口腔内のたんの吸引等安全対策委員
　会とも共有しておくことが望ましい）。なお、個別具体的な計画については、様式３に記載されて
　いる事項がもれなく看護計画やケアプランに記載されていれば、新たに作成する必要はない。

⑥実際の口腔内のたんの吸引、胃ろうの管理等の実施にあたっては、看護職員の指示の下、看護職員
　と介護職員が連携・協働して実施する。

⑦介護職員は、口腔内のたんの吸引、胃ろうの管理等の実施状況を適宜、看護職員に報告する(⑦(a)）
　看護職員は、その実施状況を、適宜配置医や施設長に報告する(⑦(b)（c)）。
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